
      沖縄県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程 
                                   平成19年8月15日 

                                                                     訓  令  第 7 号  

 （趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）。以下「法」という。）第１９４条の規定に基づ  

 き、沖縄県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会（以下「委員会」という。）に関し必要な  

 事項を定めるものとする。 

  （委員長の選挙） 

第２条 沖縄県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長（以下「委員長」という。）の選  

 挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、  

 得票数が同じである者が２人以上あるときは、くじで定める。 

２ 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法によることができる。この  

 場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを委員に諮り、委員全員の同意を得た  

 者をもって当選人とする。 

３ 前２項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委  

 員が、臨時にその職務を行う。 

４ 委員長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。 

  （委員長の任期） 

第３条 委員長の任期は、委員の任期による。 

  （委員長職務代理者の指定） 

第４条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者（以下  

 「委員長職務代理者」という。）を、あらかじめ指定しておかなければならない。 

 （委員長等の異動） 

第５条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき又はこれらの者に異  

 動があったときは、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。 

 （所属政党等の届出） 

第６条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員長に届け出なければな  

 らない。 

２  委員又は補充員が、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新た  

 に所属し、若しくは所属しなくなった場合も前項と同様である。 

  （通知） 

第７条 前条による届け出があったとき又は、前第５条の告示をしたときは、委員長は、すみや  

 かにその旨を沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議長及び沖縄県後期高齢者医療広域連合長  

 に通知しなければならない。 

  （委員会の招集） 

第８条 委員会の招集は、委員長から委員に対する通知により行う。 

２ 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。 

３  委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び議題を付記した文書をもっ  

 てしなければならない。 

  （会議） 

第９条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は前条第３項に規定する委員の請求が  

 あったとき開催する。 

２ 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。 

  （会議録の作成） 

第１０条 委員長は、書記をして会議録を作成し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事  

 項を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。 

  （議事手続の準用） 



第１１条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他議事運営の方法  

 については、沖縄県後期高齢者医療広域連合議会会議規則（以下「議会会議規則」という。） の  

 例による。 

  （委員長の職務） 

第１２条 委員長の担任事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。 

  (１)  委員会の議決した事項を執行すること。 

  (２)  公印及び書類の保管に関すること。  

  (３)  その他委員会の事務に関すること。 

  （委員長の専決） 

第１３条 委員会は、その議決により、委員会の権限に属する事項のうち、委員長の専決処分事  

 項を定めることができる。 

２ 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、次の委員会において報告しなけ  

 ればならない。 

  （職の設置） 

第１４条 委員会に次の職を置く。 

  (１)  書記長 

  (２)  書記 

 （事務の掌理） 

第１５条 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理す  

 る。 

２ 書記は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。 

  （職にあてる職員） 

第１６条 書記長には、総務課長の職にある者をもってあてる。 

２ 書記には、総務課の職員のうちから総務課長が指定する者をもってあてる。 

  （告示の方法） 

第１７条 委員会の告示は、沖縄県後期高齢者医療広域連合公告式条例（平成１９年沖縄県後期  

 高齢者医療広域連合条例第１号）に定める掲示場に掲示して行う。 

  （公印） 

第１８条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表第２のとおりとし、そ  

 のひな形は別表第３のとおりとする。 

      附 則 

  この訓令は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第 18条関係） 

名称 ひな

形 

寸法(ミ

リメート

ル) 

書体 使用区分  管守者 

個数 

沖縄県後期

高齢者医療

広域連合選

挙管理委員

会之印 

１  

方  27 れい書  沖縄県後期高齢者医

療広域連合選挙管理

委員会名をもって発

する文書  

 

書記長  １  

沖縄県後期

高齢者医療

広域連合選

挙管理委員

会委員長之

印 

２  

方  27 れい書  沖縄県後期高齢者医

療広域連合選挙管理

委員会委員長名をも

って発する文書  
書記長  １  

 

別表第２（第 18条関係） 

 

１ ２ 

  

 

沖縄県後期高齢

者医療広域連合

選挙管理委員会

委 員 長 之 印  

沖 縄 県 後 期 

高齢者医療広

域連合選挙管

理委員会之印 


